
南
島
原
市
南
有
馬
運
動
公
園
プ
ー
ル
使
用
心
得 

（
利
用
の
許
可
） 

南
有
馬
運
動
公
園
プ
ー
ル
を
利
用
す
る
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。 

（
利
用
時
間
）
午
前
十
時
０
０
分
〜
午
後
八
時
０
０
分
ま
で 

（
休
日
等
）
毎
週
月
曜
日 

（
利
用
期
間
）
プ
ー
ル
の
利
用
期
間
は
六
月
よ
り
九
月
ま
で 

（
遵
守
事
項
） 

一
、
利
用
者
は
、
許
可
を
受
け
た
目
的
以
外
に
利
用
し
、
又
は
そ
の
権
利
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
転
貸
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

二
、
プ
ー
ル
の
秩
序
を
乱
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

三
、
不
衛
生
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

四
、
そ
の
他
、
管
理
員
・
監
視
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。 

（
利
用
の
制
限
） 

 

一
、
同
伴
者
又
は
引
率
者
の
い
な
い
幼
児
。 

 

二
、
酒
気
帯
び
者
、
精
神
異
常
者
、
又
は
伝
染
病
の
疾
病
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者 

 

三
、
他
人
の
迷
惑
と
な
る
物
品
、
又
は
動
物
類
を
所
持
し
、
若
し
く
は
携
行
す
る
者
。 

 

四
、
善
良
な
風
俗
を
乱
す
お
そ
れ
の
あ
る
者
。 

 

五
、
そ
の
他
、
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
。 

 

六
、
市
主
催
の
行
事
等
に
よ
り
利
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。 

 
 

       

（
た
だ
し
、
引
率
者
又
は
同
伴
者
で
泳
が
な
い
者
は
無
料
と
す
る
。） 

中
学
生
以
下 

三
歳
以
上 

一
般
及
び 

高
校
生 

区
分 

一
人
一
回 

に
つ
き 

一
人
一
回 

に
つ
き 

単
位 

市
外
居
住
者 

市
内
居
住
者 

市
外
居
住
者 

市
内
居
住
者 

一
０
０
円 

五
０
円 

二
０
０
円 

一
０
０
円 

使
用
料 


